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【特集チーム】
筒井 のり子、阿部 太極、香山 芳範、
永井 美佳、牧口 明、増田 宏幸、
百瀬 真友美 

成年後見制度の制定から20年。親族以外の第三者後見人が７割以上を占める中、市民後見人が注目されているが、
位置付けや活動のあり方は定まっていない。市民が権利擁護・成年後見制度に関わる意義と市民参画について、考えたい。

［ 特 集 ］

（注）成年後見制度の利用者とは、後見開始、保佐開始又は補助開始の審判がされ、現に成年後見人等による支援を受けて
いる成年被後見人、被保佐人及び被補助人並びに任意後見監督人選任の審判がされ、現に任意後見契約が効力を生じている
本人をいう。 出所：最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況―平成30年1月～12月―」

●成年後見制度の利用者数の推移 ●本人と成年後見人等との関係
　（親族、親族以外）

●本人と成年後見人等との関係
　（親族以外の内訳）
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れ
に
よ
る
と
、
２
０
１
８
（
平
成
30
）
年
12

月
末
の
時
点
で
、
利
用
者
は
21
万
８
１
４
２

人
。
年
々
増
加
傾
向
に
あ
る
が
、
21
万
８
千

人
と
い
う
数
字
は
、
実
は
あ
ま
り
に
少
な
い
。

日
本
成
年
後
見
法
学
会
理
事
長
の
新
井
誠

氏
に
よ
る
と
、
国
際
的
に
は
、
成
年
後
見
制

度
の
利
用
率
は
総
人
口
の
約
１
％
に
相
当
す

る
と
い
う
（
注
１
）。
日
本
に
当
て
は
め
る
と
約

１
３
０
万
人
に
な
る
。
超
高
齢
社
会
で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、
潜
在
的
ニ
ー
ズ
（
判
断

能
力
が
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
認
知
症

高
齢
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
）
は

さ
ら
に
多
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
16
年
４
月
に

「
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る

　

高
齢
者
、
障
害
者
に
対
す
る
詐
欺
事
件
や

虐
待
事
件
が
後
を
絶
た
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
権

利
侵
害
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
い
や
、

権
利
侵
害
を
防
ぐ
だ
け
で
は
な
い
。
自
分
の
納

得
の
い
く
暮
ら
し
、
そ
の
人
ら
し
い
人
生
を
全

う
す
る
た
め
の
積
極
的
な
権
利
行
使
も
重
要

な
権
利
擁
護
の
一
つ
だ
。

　

自
分
で
情
報
を
集
め
て
判
断
で
き
る
と
き

は
い
い
。
し
か
し
親
や
配
偶
者
、
ま
た
自
分
自

身
が
認
知
症
に
な
っ
た
ら
ど
う
す
る
？　

あ
る

い
は
知
的
障
害
や
精
神
障
害
に
よ
っ
て
判
断

が
難
し
い
人
は
？

　
〝
お
ひ
と
り
さ
ま
〟
の
終
活
が
注
目
を
集
め

る
な
か
、「
成
年
後
見
制
度
」
へ
の
関
心
も
急

速
に
高
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
制
度
制
定
か

法
律
」(

成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
法)

が
公

布
、
５
月
に
施
行
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
グ
ラ
フ
か
ら
は
、「
後
見
」
類

型
の
利
用
が
８
割
近
く
あ
り
、「
任
意
後
見

人
制
度
」
と
「
補
助
」
類
型
の
利
用
が
低
迷

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
自
己
決
定
権
を
で

き
る
限
り
残
し
、
本
人
の
現
有
能
力
を
活
用

す
る
制
度
と
し
て
登
場
し
た
「
補
助
」
類
型

や
、
自
己
決
定
権
の
実
現
に
資
す
る
と
さ
れ

る
任
意
後
見
人
制
度
の
利
用
が
伸
び
悩
ん
で

い
る
こ
と
は
、
大
き
な
問
題
で
あ
る
。

誰
が
後
見
人
に
な
る
の
か
？

　

本
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
て
か
ら
、
最
も
変

化
し
た
の
が
本
人
と
後
見
人
等
の
関
係
で
あ

ら
20
年
。
今
、〝
後
見
人
の
な
り
手
を
ど
の
よ

う
に
確
保
す
る
の
か
〟
と
い
う
大
き
な
課
題
に

直
面
し
て
い
る
。

　

本
特
集
で
は
、成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
状

況
や
課
題
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
権
利
擁

護
を
担
う
一
つ
の
制
度
で
あ
る
成
年
後
見
制

度
に
、「
市
民
」
が
ど
う
関
わ
っ
て
い
け
る
の
か

を
検
討
し
た
い
。

あ
ま
り
に
少
な
い

成
年
後
見
制
度
の
利
用

　

実
際
に
成
年
後
見
制
度
の
利
用
は
ど
の
く

ら
い
広
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
１
ペ
ー
ジ

に
挙
げ
た
棒
グ
ラ
フ
は
、
過
去
５
年
間
の
利

用
者
数
の
推
移
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

「
市
民
」後
見
人
の

　
ジ
レ
ン
マ
と
可
能
性

編
集
委
員  

筒
井 

の
り
子
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後見………判断能力が欠けているのが通常の状態の人

補助………判断能力が不十分な人
保佐………判断能力が著しく不十分な人

〈対象となる人〉

成年後見制度

法定後見制度

任意後見制度　 （将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えて本人の　　　　　　　　　　 意思で契約）

る
。
制
度
が
始
ま
っ
た
00
年
当
初
は
「
親
族
」

が
90
％
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
18
年
に
な

る
と
、「
親
族
」
は
23
％
に
激
減
。
親
族
以
外

の
「
第
三
者
後
見
人
」
が
76
・
８
％
を
占
め
る

よ
う
に
な
る
。「
第
三
者
後
見
人
」
の
ほ
と
ん

ど
は
弁
護
士
、
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
等

の
「
専
門
職
後
見
人
」
で
あ
る
（
１
ペ
ー
ジ
の

円
グ
ラ
フ
）。

　

こ
う
し
た
変
化
の
背
景
に
は
、
高
齢
夫
婦

世
帯
や
単
身
世
帯
の
増
加
が
挙
げ
ら
れ
る
。

成
年
後
見
制
度
の
利
用
者
と
し
て
は
認
知
症

高
齢
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
が

想
定
さ
れ
る
が
、
中
で
も
認
知
症
高
齢
者
の

増
加
が
著
し
い
。
あ
る
研
究
に
よ
れ
ば
、
25

年
に
約
６
５
０
〜
７
０
０
万
人
、
40
年
に
は

８
０
０
〜
９
５
０
万
人
、
60
年
に
は
８
５
０

〜
１
１
５
０
万
人
に
な
る
と
予
測
さ
れ
て
い

る
（
注
２
）。
親
族
後
見
人
が
減
少
す
る
中
、
専

門
職
後
見
人
の
数
に
も
限
り
が
あ
り
、
後
見

人
の
な
り
手
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
。

　

一
方
、
国
は
00
年
頃
よ
り
社
会
福
祉
へ
の

地
域
住
民
の
参
画
を
重
要
視
し
、
共
助
や
互

助
の
強
化
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
（
注
３
）。

　

こ
う
し
た
二
つ
の
流
れ
か
ら
、
親
族
や
専
門

職
で
は
な
い
新
た
な
後
見
人
類
型
と
し
て「
市

民
後
見
人
」
が
登
場
し
た
の
で
あ
る
。

あ
い
ま
い
な
市
民
後
見
人

　

実
は
、
市
民
後
見
人
に
つ
い
て
の
統
一
さ
れ

そもそも   成年後見制度 とは？

　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知

症
や
知
的
障
害
、
精
神
障
害
な

ど
の
理
由
で
判
断
能
力
が
不
十
分

な
人
の
た
め
に
、
家
庭
裁
判
所
に

よ
っ
て
選
ば
れ
た
後
見
人
が
、
本

人
の
不
動
産
や
預
貯
金
な
ど
の
財

産
を
管
理
し
た
り
、
身
の
回
り
の

世
話
の
た
め
に
介
護
等
の
サ
ー
ビ

ス
や
施
設
入
所
に
関
す
る
契
約
を

結
ん
だ
り
（
身
上
保
護
）
す
る
こ

と
で
、
そ
の
保
護
を
図
り
、
権
利

行
使
を
支
援
す
る
制
度
で
あ
る
。

　

旧
来
の
制
度
で
あ
っ
た
「
禁
治

産
・
準
禁
治
産
制
度
」
は
、
要
支

援
者
の
ニ
ー
ズ
に
適
し
た
柔
軟
な

利
用
が
で
き
ず
、
財
産
管
理
へ
の

対
応
に
偏
重
し
て
い
る
な
ど
の
問

題
点
、
ま
た
用
語
の
差
別
性
や
戸

籍
に
よ
る
公
示
へ
の
抵
抗
感
が
あ

る
こ
と
な
ど
か
ら
、
あ
ま
り
利
用

さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
民

法
改
正
に
よ
り
２
０
０
０
年
４
月

１
日
か
ら
新
た
な
成
年
後
見
制

度
が
始
ま
っ
た
。
そ
の
３
大
理
念

は
、「
自
己
決
定
の
尊
重
」「
現
有

能
力
の
活
用
」「
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。

　

成
年
後
見
制
度
に
は
、「
法
定

後
見
制
度
」と「
任
意
後
見
制
度
」

の
二
つ
が
あ
る
。
法
定
後
見
制
度

は
「
後
見
」「
保
佐
」「
補
助
」
の

三
つ
に
分
か
れ
て
お
り
、
判
断
能

力
の
程
度
な
ど
本
人
の
事
情
に
応

じ
て
制
度
を
選
べ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
（
図
参
照
）。

　

任
意
後
見
制
度
は
、
本
人
が

将
来
、
判
断
能
力
が
不
十
分
に

な
っ
た
時
に
備
え
て
、
あ
ら
か
じ

め
後
見
人
や
支
援
内
容
を
決
め
て

お
く
、
将
来
担
保
型
の
制
度
で
あ

る
。
希
望
者
は
自
ら
選
ん
だ
代
理

人
（
任
意
後
見
人
）
と
任
意
後

見
契
約
を
公
証
証
書
で
結
ん
で
お

く
。
そ
し
て
本
人
の
判
断
能
力
が

低
下
し
た
の
ち
に
、
家
庭
裁
判
所

が
選
任
す
る
任
意
後
見
監
督
人

の
監
督
の
下
、
任
意
後
見
が
開
始

さ
れ
る
。

（
注
１
）
新
井
誠
「
成
年
後
見
制
度
の
理
念
と
実
際
」『
法
学
セ
ミ
ナ
ー
』
５
７
５
号
、
２
０
０
２
年
11
月
、
44
ペ
ー
ジ

（
注
２
）
二
宮
利
治
『
日
本
に
お
け
る
認
知
症
の
高
齢
者
人
口
の
将
来
推
計
に
関
す
る
研
究
』
平
成
26
年
度

（
注
３
）「
こ
れ
か
ら
の
地
域
福
祉
の
あ
り
方
に
関
す
る
研
究
会
報
告
書
」（
厚
生
労
働
省
、
２
０
０
８
年
）

［特集］  市民参画による成年後見活動　—— 広がる権利擁護の可能性
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ウォロ２年分（12冊）を
挟み込めるバインダー

（１冊５００円＋送料34０円）です。
お問い合わせはウォロ編集部／office@osakavol.orgまで

　

Ａ
Ｄ
Ｌ
は
「A

ctivity of D
aily Living

」

の
略
で
「
日
常
生
活
活
動
（
動
作
）」、
Ｉ
Ａ

Ｄ
Ｌ
は
そ
れ
に「Instrum

ental

」
を
加
え
て

「
手
段
的
日
常
生
活
活
動
（
動
作
）」
と
呼

ば
れ
る
。
Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
類
似
概
念
と
し
て「
拡

大
Ａ
Ｄ
Ｌ
」「
応
用
的
Ａ
Ｄ
Ｌ
」
な
ど
の
表
現

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　

Ａ
Ｄ
Ｌ
が
毎
日
の
生
活
を
送
る
上
で
必
要

な
基
本
的

4

4

4

身
体
動
作
（
食
事
・
排
泄
・
着
替

え
・
入
浴
・
整
容
・
歩
行
な
ど
）
を
指
す
の
に

対
し
、
Ｉ
Ａ
Ｄ
Ｌ
は
買
物
・
洗
濯
・
清
掃
・
調

理
・
服
薬
や
金
銭
管
理
な
ど
、
社
会
性
に
つ

4

4

4

4

4

な
が
る

4

4

4

日
常
生
活
動
作
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

　

い
ず
れ
も
、
元
は
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
医

療
の
分
野
で
使
用
さ
れ
て
い
た
用
語
で
あ
る

が
、
今
日
で
は
、
介
護
分
野
の
基
本
用
語
と

し
て
も
定
着
し
て
い
る
。

　

二
つ
の
能
力
を
評
価
す
る
手
法
と
し
て
、Ｆ

Ｉ
Ｍ
（
機
能
的
自
立
度
評
価
表
）、
バ
ー
セ
ル

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
（
Ｂ
Ｉ
）、ダ
ス
ク
21
（
認
知
症

に
よ
る
生
活
機
能
障
害
を
評
価
）
等
の
手
法

が
開
発
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
、
障
害
の

「
医
療
モ
デ
ル
」
か
ら
「
社
会
モ
デ
ル
」
へ
の

変
化
を
受
け
て
、当
事
者
の
Ｑ
Ｏ
Ｌ（Q

uality 

of Life
＝
生
活
の
質
）
の
向
上
に
結
び
つ
く

評
価
手
法
の
開
発
が
課
題
と
さ
れ
て
い
る
。

編
集
委
員　

牧
口 

明
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現拠点２階のフリースペース

午
後
６
時
過
ぎ
。
炊
き
た
て
の

ご
飯
の
匂
い
が
た
だ
よ
う
と
、

走
り
回
っ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
が
炊
飯

器
の
周
り
に
集
ま
る
。
鍋
い
っ
ぱ
い
の
カ

レ
ー
を
よ
そ
う
代
表
の
砂
田
沙
紀
さ

ん
。「
ご
飯
が
で
き
た
ら
お
と
な
し
く

な
る
ん
で
す
」
と
、参
加
者
の
女
性
は

ほ
ほ
え
む
。
少
し
遅
れ
て
子
連
れ
の
父

親
も
姿
を
見
せ
、名
札
テ
ー
プ
を
胸
に

食
卓
に
加
わ
っ
た
。

　

神
戸
市
東
灘
区
、Ｊ
Ｒ
住
吉
駅
す
ぐ

近
く
の
海
運
堂
別
館
は
、15
人
程
度
が

座
れ
る
畳
敷
き
ス
ペ
ー
ス
。
実
家
の
よ

う
に
ご
飯
の
用
意
が
で
き
て
い
る
こ
と

か
ら
、「
実
家
部
」
と
名
付
け
ら
れ
た
こ

の
親
子
食
事
会
は
、海
運
堂
オ
ー
プ
ン

時
か
ら
続
く
人
気
イ
ベ
ン
ト
だ
。

　

沙
紀
さ
ん
と
夫
の
祥
平
さ
ん
が
、当

時
住
ん
で
い
た
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
凱が

い
ふ
う風

館
（
注
）
に
行
く
道
す
が
ら
、３
階
建
て

の
空
き
家
を
見
つ
け
た
の
は
２
０
１
４

年
。
最
初
の
子
ど
も
が
生
ま
れ
て
間
も

な
い
こ
ろ
だ
っ
た
。い
ろ
い
ろ
な
市
民
活

動
に
か
か
わ
っ
て
い
た
母
親
を
も
つ
祥

平
さ
ん
の
影
響
で
、
沙
紀
さ
ん
も
人
が

出
会
い
、つ
な
が
る
場
の
必
要
性
を
感

じ
て
い
た
。「
い
っ
そ
住
み
な
が
ら
、こ
こ

を
そ
ん
な
拠
点
に
す
れ
ば
」。
合
気
道

の
師
で
あ
る
内
田
樹た

つ
る
さ
ん
に
相
談
す

る
と
賛
意
を
得
、「
海
運
堂
」
と
命
名

し
て
道
場
関
係
者
に
も
宣
伝
す
る
な

ど
、全
面
的
に
支
援
し
て
く
れ
た
。

　

３
階
に
一
家
が
寝
起
き
し
、２
階
の

台
所
と
居
間
を
共
有
ス
ペ
ー
ス
に
し
た

〝
住
み
開
き
〟
の
ス
タ
イ
ル
で
発
足
し

５
年
。「
実
家
部
」
を
は
じ
め
、多
学
年

が
集
ま
る
「
こ
ど
も
囲
碁
部
」、
読
み

聞
か
せ
と
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
の
「
お
と
な

と
こ
ど
も
の
お
は
な
し
会
」
な
ど
主
催

イ
ベ
ン
ト
も
増
え
、
地
域
と
の
つ
な
が

り
も
深
ま
っ
た
。
そ
し
て
活
動
を
よ
り

広
げ
て
い
き
た
い
と
、
19
年
春
に
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
化
、７
月
に
は
凱
風
館
に
隣
接

す
る
ビ
ル
の
１
階
に
海
運
堂
別
館
を

開
設
し
た
。

　
「
今
ま
で
は
自
宅
兼
だ
っ
た
の
で
制

約
も
あ
り
ま
し
た
。こ
こ
で
は
、も
っ
と

い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
」。

沙
紀
さ
ん
は
期
待
す
る
。

編
集
委
員　

村
岡 

正
司

「
海
運
堂
・
海
運
堂
別
館
」特定非営利活動法人 海運堂

電話：070-5040-6192（砂田）
E-mail：info@kobe-kaiundo.jp
http://kobe-kaiundo.jp/blog/

ア ゴ ラ

第64回

本書は、石原慎太郎都知事
（当時）の交際費や行

動記録、また特定秘密保護法
案などの法案作成過程記録に
ついて、情報公開請求を駆使
して成果を上げた調査報道を
紹介している。だが、こうした
取材方法は、けっして新しいも
のではない。評者（神野）も
約30年前から、国に先行して、
1984年に情報公開条例を制
定した大阪府などへの公開請
求を基にして新聞記事を書き、
それ以前も、評論家立花隆氏の
「田中角栄新金脈追及シリー
ズ」（週刊朝日、82年）取材
班に加わり、本書資料編「調査
に使える公開情報」にある、建
設業許可申請書や不動産登記

簿といった元々公開されてい
る情報を駆使して、田中ファミ
リー企業の犯罪行為を暴いた
経験がある。
　情報公開法（2001年 4月
施行）は、「何ぴと」も公開請
求でき、しかも「原則公開」で
ある。行政機関には開示義務
があり、一定の客観的要件を
満たさなければ「不開示」に
できない仕組みである。本書に
は、政府による恣

し い

意的な不開
示や、意図的に記録を作成しな
かった疑いがある例も紹介さ
れている。しかし、「情報は存在
しない」とすること自体が「意
思決定過程を合理的に跡付け
る記録」を求める公文書管理
法に違反すると指摘できるの

武器としての情報公開
権力の「手の内」を見抜く

日下部聡著
筑摩書房、2018年11月
本体820円＋税

である。このように権力側と対
等に闘える「情報公開」は、ま
さに強力な「武器」である。
　近年、情報公開制度を使っ
た取材・報道は増えつつある。
しかし、その大半は、個々の記
者の問題意識に基づくもので
ある。取材の主流は依然とし
て、政治家、官僚、財界人、警
察官、検察官との人間関係をも
とに情報を引き出すやり方だ。
まさに「忖

そんたく

度記者」「御用記
者」の温床である。報道各社
も、記者クラブに頼らず、情報
公開制度を武器に、時には訴
訟も辞さない、調査報道を主と
する部局を公式に設けるべき
ではないのか。

編集委員　神野 武美

新拠点での「実家部」

代表の砂田沙紀さん

（
注
）
思
想
家
・
武
道
家
の
内
田
樹
さ
ん
が
主
宰
す
る
合
気
道
の
道
場
。
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シ ネ マ

第56回

社会運動はこれまで多くの
人々の意識を変え、法

律などの制度を変えてきた。私
たちが生きやすい社会をつく
るためには不可欠なものと言え
る。にもかかわらず現代社会には
「社会運動がなんとなくイヤ」
という人が少なくない。
　「中立ではない」「ただの自
己満足だ」「意味がない」など
社会運動に対してのネガティブ
な言葉はたくさんある。また、主
張に賛同していても自分の意見
を伝えたり、政治を批判したりす
ることが難しい空気が私たちの
生活する社会には存在する。
　本書は、「社会運動」の意義を
「わがまま」というキーワード
を用いて読み解いている。ただ

し、「わがまま」を「自己中」や
「自分勝手」といった世間一
般での使われ方ではなく、「自分
あるいは他の人がよりよく生き
るために、その場の制度やそこ
にいる人の認識を変えていく行
動」と定義する。政治や社会に
対して声をあげ、「わがまま」を
言うことを阻害する要因をひも
ときながら、社会運動に向き合
おうとするのが本書である。
　生活の中にあるモヤモヤを考
え、不満に対して「わがまま」
を言うことが社会と関わること
であり、政治に働きかける「芽」
をつくるものでもある。不平や
不満を言うことは、個人的な体
験と政治的な事柄や社会の抱
える問題などを結びつけること

みんなの「わがまま」
入門
富永京子著
左右社、2019年4月
本体1750円＋税

につながる。「わがまま」を言う
ことへの抵抗をなくし、「わがま
ま」を他者と共有して共感をえ
ることで社会のゆがみが見えて
くる。そのプロセスで葛藤を抱
えることの大切さが本書では丁
寧に説明される。
　過去を振り返ると、小さな異
議申し立てが多くの人に広まり、
社会の常識や制度や政策となっ
ている。誰かの「わがまま」をめ
ぐる議論は、さまざまな考え（オ
ルタナティブ＝代替案・選択肢）
の源泉であり、創造的な営みな
のだろう。本書を通して、社会運
動は私たちが暮らす社会をより
よくする選択肢を可視化してく
れるものだと気付かされる。

編集委員　竹内 友章

ラ イ ブ ラ リ ー

第34回

～市民視点のドキュメンタリー映画を紹介する

イ
ラ
ン
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画

『
少
女
は
夜
明
け
に
夢
を
み

る
』
は
、更
生
施
設
で
暮
ら
す
少
女
た

ち
の
小
さ
な
声
を
丹
念
に
拾
い
集
め
、

私
た
ち
に
届
け
て
く
れ
る
。

　

少
女
た
ち
が
入
所
し
た
理
由
は
、強

盗
、
売
春
、
薬
物
使
用
、
殺
人
と
さ
ま

ざ
ま
だ
。こ
う
書
い
て
し
ま
う
と
、い
わ

ゆ
る
不
良
少
女
が
出
て
く
る
映
画
か

と
思
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
映
画
の

中
の
少
女
た
ち
は
屈
託
が
な
く
、ま
だ

あ
ど
け
な
さ
が
残
る
10
代
の
女
の
子

た
ち
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
加
害

者
で
あ
る
前
に
、
被
害
者
で
あ
っ
た
と

い
う
事
実
も
共
通
し
て
い
る
。
父
親
の

暴
力
、母
親
の
育
児
放
棄
、近
親
者
か

ら
の
レ
イ
プ
な
ど
、
ま
だ
幼
い
彼
女
た

ち
は
社
会
の
中
で
追
い
詰
め
ら
れ
て
い

る
。
誰
か
ら
も
愛
さ
れ
ず
、
気
に
も
さ

れ
な
い
日
常
の
中
で
唯
一
、
友
人
が
で

き
、笑
顔
に
な
れ
る
場
所
が
こ
の
施
設

だ
っ
た
。
個
々
の
人
生
の
厳
し
さ
に
目

を
背
け
た
く
な
っ
て
し
ま
う
瞬
間
も
あ

る
が
、監
督
で
あ
る
メ
ヘ
ル
ダ
ー
ド
・
オ

ス
コ
ウ
イ
氏
の
ま
な
ざ
し
の
温
か
さ
が

そ
れ
を
包
み
込
ん
で
い
る
。そ
し
て
、監

督
に
全
幅
の
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
少
女

た
ち
の
姿
は
、
遠
い
イ
ラ
ン
の
出
来
事

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
深
い
共
感
を

呼
び
起
こ
さ
せ
る
。

　

映
像
も
美
し
く
、ま
る
で
役
者
の
た

め
に
書
か
れ
た
セ
リ
フ
の
よ
う
な
彼
女

た
ち
の
言
葉
は
、
時
に
知
的
で
ウ
ィ
ッ

ト
に
富
ん
で
い
る
が
、そ
の
根
底
に
は
、

ど
う
し
よ
う
も
な
い
ほ
ど
の
悲
し
み
と

切
実
さ
が
染
み
つ
い
て
い
る
。
だ
か
ら
こ

そ
、私
た
ち
の
胸
に
突
き
刺
さ
る
。

　

私
が
大
好
き
な
シ
ー
ン
に
、
彼
女
た

ち
が
歌
を
う
た
い
始
め
る
と
こ
ろ
が
あ

る
。一
人
の
少
女
が
録
音
ス
タ
ッ
フ
の
マ

イ
ク
を
見
上
げ
、「
マ
イ
ク
を
見
る
と
つ

い
つ
い
歌
い
た
く
な
っ
ち
ゃ
う
」
と
言
っ

て
歌
い
始
め
る
。
す
る
と
周
り
の
少
女

た
ち
も
一
緒
に
歌
い
始
め
、い
つ
の
間
に

か
大
合
唱
に
な
っ
て
い
る
。
私
は
彼
女

た
ち
の
歌
を
聴
き
な
が
ら
、
慰
め
ら
れ

て
い
る
よ
う
な
、勇
気
づ
け
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
想
像
も
つ

か
な
い
ほ
ど
の
人
生
の
苦
難
に
立
ち
向

か
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
懸
命
に
生
き

る
彼
女
た
ち
の
姿
に
、思
わ
ず
目
頭
が

熱
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

少
女
た
ち
は
今
日
も
、イ
ラ
ン
の
ど

こ
か
で
夢
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

今
月
の
作
品「
少
女
は
夜
明
け
に
夢
を
み
る
」

原題：Royahaye dame sobh　 
監督・脚本： メヘルダード・オスコウイ
配給：ノンデライコ　 
2016年｜ 76分｜
イラン｜ドキュメンタリー
11月 2日より
岩波ホールほか
全国で順次公開

あ
の
少
女
た
ち
は
今
夜
、ど
ん
な
夢
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

2012年、映画『ドコニモイケナイ』を監督。本作で
2012年度日本映画監督協会新人賞受賞。その他、

『いわきノート』（2014年／編集）。『桜の樹の下』
（2016年／プロデューサー）。現在、日本映画大
学非常勤講師。「ドキュメンタリー映画って、 観るよ
りも作る方が数十倍面白いよ！」といつも思います。

●今月の館主

島
し ま だ

田 隆
りゅういち

一 イラスト：杉浦 健


